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青
年
部
会
長
に
選
任
さ
れ
て
、
早
一
年

が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
部
会
長
職
を
引
き
継
ぐ
際
に
、
も

う
一
つ
引
き
継
い
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
令
和
７
年
１１
月
に
山
梨
県
に
お
い

て
開
催
す
る
「
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い
」

（
以
下
、「
青
年
の
集
い
」
と
記
載
し
ま
す
。）

で
す
。

　

こ
の
「
青
年
の
集
い
」
は
昨
年
行
わ
れ

た
山
形
大
会
が
３７
回
目
の
開
催
で
、
全
国

を
持
ち
回
り
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
山

梨
県
内
の
若
手
経
営
者
た
ち
で
創
意
工
夫

を
凝
ら
し
て
大
会
運
営
を
す
る
こ
と
で
、

大
会
に
携
わ
る
メ
ン
バ
ー
の
機
運
を
高

め
、
成
功
に
導
い
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。

　

そ
し
て
「
青
年
の
集
い
」
は
甲
府
法
人

会
青
年
部
会
の
み
な
ら
ず
、
県
全
体
と
し

て
取
り
組
む
大
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
県
内
の

他
の
法
人
会
で
あ
る
大
月
・
山
梨
・
鰍
沢

の
各
法
人
会
青
年
部
会
と
「
オ
ー
ル
山
梨
」

で
取
り
組
み
、
準
備
を
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

既
に
昨
年
９
月
に
実
行
委
員
会
を
立
ち

上
げ
、
山
梨
大
会
の
大
会
会
長
を
私
が
拝

命
す
る
な
ど
、
こ
こ
ま
で
３
回
の
実
行
委

員
会
を
行
い
、
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

そ
の
間
、
昨
年
１１
月
に
は
「
青
年
の
集
い
」

が
山
形
県
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
全

体
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
使
用
す
る
施
設
、

参
加
者
の
導
線
、
そ
し
て
受
け
入
れ
る
側

の
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
や
人
数
な
ど
、
運
営

に
関
わ
る
部
分
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

山
形
県
の
青
年
部
会
の
方
々
の
気
配
り

の
行
き
届
い
た
運
営
は
、
と
て
も
参
考
と

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
特
に
強
く
印
象
に

残
っ
た
の
は
、
大
会
式
典
の
終
盤
に
行
わ

れ
た
福
井
県
の
青
年
部
会
の
方
々
に
よ
る

次
年
度
開
催
地
の
Ｐ
Ｒ
活
動
で
す
。
総
勢

６０
名
ほ
ど
の
方
々
が
横
断
幕
や
の
ぼ
り
旗

を
手
に
し
て
並
び
、
Ｐ
Ｒ
動
画
を
上
映
し

た
後
、
福
井
大
会
の
大
会
会
長
か
ら
大
会

開
催
に
向
け
た
意
気
込
み
が
熱
く
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

　

今
年
１１
月
に
開
催
さ
れ
る
福
井
大
会
に

お
い
て
、
今
度
は
私
達
山
梨
県
の
メ
ン

バ
ー
が
次
年
度
開
催
地
の
Ｐ
Ｒ
を
行
い
ま

す
。
そ
の
時
、
自
分
が
意
気
込
み
を
述
べ

る
姿
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
改
め
て
身

が
引
き
締
ま
る
思
い
を
感
じ
な
が
ら
見
て

い
ま
し
た
。

　

さ
て
、「
青
年
の
集
い
」
山
梨
大
会
ま
で

残
り
１
年
と
半
年
と
な
り
、
準
備
を
進
め

て
い
く
段
階
で
様
々
な
課
題
に
直
面
し
ま

す
。
ま
た
全
法
連
の
会
議
で
も
山
梨
大
会

に
つ
い
て
、
厳
し
い
ご
指
摘
と
同
時
に
参

考
に
な
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
り

し
ま
す
。
実
行
委
員
会
を
中
心
に
、
よ
り

良
い
大
会
に
で
き
る
よ
う
、
知
恵
を
出
し

合
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
欠
か
せ
な
い
の
が
、
青
年
部
会

員
の
増
強
で
す
。「
青
年
の
集
い
」
は
２
日

間
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。
そ
の
中
で「
租

税
教
育
活
動
」
や
「
健
康
経
営
」
に
関
す

る
事
例
発
表
に
は
じ
ま
り
、
講
演
会
・
大

会
式
典
・
大
懇
親
会
と
催
し
も
目
白
押
し

で
す
。
こ
れ
だ
け
の
行
事
を
行
う
に
は
、当

日
の
運
営
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
く
多

く
の
青
年
部
会
員
が
必
要
で
す
。
昨
年
度

１２
名
の
方
に
ご
入
会
い
た
だ
き
ま
し
た
。

令
和
６
年
度
は
、
こ
れ
を
大
き
く
上
回
る

ご
入
会
を
目
標
と
し
、
現
在
の
部
会
員
一

体
と
な
っ
て
増
強
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

親
会
の
役
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

令
和
７
年
の

「
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い
（
山
梨
大
会
）」

に
む
け
て

公
益
社
団
法
人 

甲
府
法
人
会

青
年
部 

会
長 

大
木  

賢
太
郎

も
、
各
企
業
の
後
継
者
や
幹
部
職
員
の
方

を
甲
府
法
人
会
青
年
部
会
に
ご
紹
介
い
た

だ
け
ま
す
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

部
会
員
の
増
強
は
、「
青
年
の
集
い
」
の

開
催
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
の
法
人
会
活

動
の
さ
ら
な
る
活
性
化
に
必
ず
繋
が
る
も

の
と
思
い
ま
す
。

（
株
式
会
社
オ
オ
キ　

代
表
取
締
役
社
長
） 実行委員会
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３
月
８
日
、
新
入
会
員
歓
迎
研
修
会

お
よ
び
交
流
会
を
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
甲

府
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
研
修
会
お
よ
び
交
流
会
は
、
令

和
２
年
に
開
催
を
企
画
し
て
い
ま
し
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を

受
け
て
、
開
催
を
中
止
し
て
先
延
ば
し

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回
よ
う
や
く

開
催
す
る
こ
と
が
で
き
、
新
入
会
員
１８

名
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

近
藤
副
会
長
の
挨
拶
の
後
、
研
修
会

で
は
、
改
め
て
「
法
人
会
」
の
活
動
内

　

１
月
１５
日
、
甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル
に

お
い
て
、
山
梨
県
法
人
会
連
合
会
と
共

催
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
を
開
催
し
、
関

会
長
の
年
頭
の
挨
拶
の
後
、
伴
東
京
国

税
局
課
税
第
二
部
次
長
、
長
田
山
梨
県

副
知
事
、
内
藤
韮
崎
市
長
か
ら
ご
祝
辞

を
い
た
だ
き
、
ほ
か
甲
府
法
人
会
管
内

の
市
長
、
経
済
団
体
な
ど
多
数
の
来
賓

の
ご
臨
席
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

甲
府
法
人
会
、
大
月
法
人
会
、
山
梨

法
人
会
、
鰍
沢
法
人
会
総
勢
２
０
０
名

を
超
え
る
出
席
者
の
皆
様
は
、
情
報
交

換
や
交
流
を
深
め
な
が
ら
、
法
人
会
や

新
入
会
員
歓
迎
研
修
会

新
入
会
員
歓
迎
研
修
会

お
よ
び
交
流
会
を
開
催

交
流
会
を
開
催

新
年
賀
詞
交
歓
会
を
開
催

容
に
ご
理
解
を
深
め
て
頂
き
、
今
後
も

積
極
的
な
活
動
へ
の
ご
参
加
を
お
願
い

い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
講
師
と
し
て
甲
府
税
務
署
の

稲
田
副
署
長
を
お
招
き
し
「
税
の
よ
も

や
ま
話
～
調
査
の
巻
～
」
を
テ
ー
マ
に

貴
重
な
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

交
流
会
で
は
関
会
長
の
挨
拶
、
小
野

副
会
長
の
乾
杯
で
開
会
し
、「
税
」
へ
の

意
識
を
高
め
て
い
た
だ
く
と
同
時
に
、

今
後
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
繋
が
る
交
流
の
場

に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

会
員
企
業
の
発
展
を
誓
い
合
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
賀
詞
交
歓
会
に
先
立
っ
て
、

山
梨
県
法
人
会
連
合
会
主
催
の
新
春
講

演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
同
時
配
信
も
行
い
、
歴
史
作
家

の
河
合
敦
氏
に
「
岩
崎
弥
太
郎
と
渋
沢

栄
一
」
と
題
し
て
講
演
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

年頭の挨拶をする
関会長

長田副知事の祝辞

伴東京国税局
課税第二部次長の祝辞

内藤韮崎市長の祝辞講演する河合敦氏

新入会員研修会

稲田副署長による研修

新入会員交流会
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山
梨
県
連
・
甲
府
法
人
会
共
催
の
「
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
」
を
１
月
２５
日

に
新
人
・
若
手
社
員
を
対
象
と
し
て
開

催
し
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
方
々
が
参

加
さ
れ
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
山
梨
中
銀
経
営
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
樋
川
様
が
講
師
を

務
め
ら
れ
、
自
分
自
身
の
や
る
気
を
高

め
る
方
法
、
仕
事
の
ミ
ス
の
減
ら
す
対

策
、
職
場
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
取
り
方
、
自
分
の
強
み
発
見
、
３
年

後
の
あ
り
た
い
姿
に
つ
い
て
な
ど
を

テ
ー
マ
に
研

修
を
行
い
ま

し
た
。

　

次
年
度
の

同
セ
ミ
ナ
ー

に
つ
い
て
も

多
数
の
ご
参

加
を
い
た
だ

け
る
よ
う
内

容
を
さ
ら
に

充
実
さ
せ
て

い
く
方
針
で

す
。

　

１
月
２３
日
、
宝
飾
業
を
経
営
し
て
い

る
外
国
人
経
営
者
２４
名
を
対
象
に
、
近

藤
副
会
長
（
組
織
委
員
長
）
と
、
飯
沼

組
織
副
委
員
長
が
法
人
会
の
活
動
を
説

明
し
、
加
入
勧
奨
を
行
い
ま
し
た
。

　

国
内
有
数
の
ジ
ュ
エ
リ
ー
産
地
で
あ

る
甲
府
に
は
、
宝
飾
関
係
の
外
国
人
経

営
者
が
多
数
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

今
回
は「
そ
も
そ
も
法
人
会
と
は
」「
法

人
会
の
メ
リ
ッ
ト
」
な
ど
を
英
訳
し
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
説
明
を
行
い
、

さ
ら
に
す
で
に

ご
入
会
い
た
だ

い
て
い
る
外
国

人
経
営
者
の
会

員
か
ら
外
国
語

で
補
足
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
、様
々

な
業
界
・
業
種

に
法
人
会
を
周

知
し
て
い
き
、

組
織
強
化
を
進

め
て
ま
い
り
ま

す
。

新
人
・
若
手
社
員

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

第
３
回

外
国
人
経
営
者
向
け

説
明
会
を
開
催

　

令
和
５
年
度
の
「
源
泉
部
会
講
習
会
」

は
1
月
１９
日
（
韮
崎
会
場
）・
１
月
２４
日

（
甲
府
会
場
）
に
最
終
講
義
を
行
い
、
昨

年
６
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
全
６
回
の
日

程
が
終
了
し
ま
し
た
。
初
級
講
座
・
上

級
講
座
と
も
に
５
回
以
上
出
席
し
た
参

加
者
の
皆
様
に
修
了
証
書
と
記
念
品
を

贈
呈
し
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
は
「
カ
ン
タ
ン
解
説
！

源
泉
所
得
税
の
基
本
と
実
務
テ
ク
ニ
ッ

源
泉
部
会
講
習
会

源
泉
部
会
講
習
会
を
閉
講

47
名
が
修
了

令和
５年度

ク
」
と
題
し
、
甲
府
税
務
署 

源
泉
所
得

税
担
当
官
が
講
師
を
務
め
て
講
習
会
を

実
施
い
た
し
ま
す
。
源
泉
所
得
税
の
基

本
を
学
ぶ
初
級
講
座
と
、
事
例
問
題
を

中
心
と
し
た
上
級
講
座
の
２
講
座
に
分

け
て
講
習
し
ま
す
。
源
泉
徴
収
事
務
が

初
め
て
の
方
か
ら
、
ご
経
験
の
長
い
方

ま
で
、
幅
広
く
受
講
し
て
い
た
だ
け
ま

す
よ
う
お
申
し
込
み
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

説明する近藤副会長

甲府会場閉講式

韮崎会場閉講式

源泉部会講習会
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こ
の
度
の
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
、

犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
々
に
お
悔
や
み
を

申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ

た
方
々
並
び
に
そ
の
ご
家
族
、
関
係
者

の
皆
様
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
あ
げ

ま
す
。

　

今
般
、
女
性
部
会
を
中
心
に
、
行
事

開
催
の
際
に
募
金
活
動
を
行
い
、
部
会

員
か
ら
多
く
の
義
援
金
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。
寄
せ
ら
れ
た
義
援
金
は
全
国
法

人
会
総
連
合
を
通
じ
、
被
災
さ
れ
た
法

人
会
に
お
渡
し
し
ま
し
た
。

　

１
月
３０
日
に
南
ア
ル
プ
ス
市
立
櫛
形

西
小
学
校
に
お
い
て
、『
税
金
教
室
』
を

開
催
し
ま
し
た
。
６
年
生
を
対
象
と
し

て
行
い
、
講
師
は
女
性
部
会
の
会
員
が

担
当
し
ま
し
た
。

　

税
金
で
作
ら
れ
て
い
る
公
共
施
設
な

ど
に
つ
い
て
の
ク
イ
ズ
を
出
題
し
な
が

ら
、
消
費
税
や
所
得
税
な
ど
を
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
も
多
く
の
小
学
校
で
開

催
で
き
る
よ
う
準
備
し
て
い
き
ま
す
。

　
２
月
２６
日
、
青
年
部
会
全
体
会
議
を
古

名
屋
ホ
テ
ル
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

令
和
５
年
５
月
の
定
時
総
会
以
来
と

な
る
全
体
で
の
会
議
で
、
２４
名
の
部
会

員
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
大
木
部
会
長
よ
り
、
来
年
１１
月

に
開
催
予
定
の
「
法
人
会
全
国
青
年
の

集
い
山
梨
大
会
」
の
準
備
状
況
に
つ
い

て
、
山
梨
県
内
の
４
つ
の
青
年
部
会
が

協
働
す
る
大
会
実
行
委
員
会
に
て
決
定

さ
れ
た
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
ロ
ゴ
マ
ー

ク
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
大
会
に
向
け
、
部
会
員
拡
大
に

女
性
部
会
を
中
心
に

寄
せ
ら
れ
た
災
害
義
援
金

を
お
渡
し

女
性
部
会
を
中
心
に

寄
せ
ら
れ
た
災
害
義
援
金

を
お
渡
し

税
金
教
室
を
開
催

税
金
教
室
を
開
催

青
年
部
会
全
体
会
議
を
開
催

つ
い
て
も
、
令
和
５
年
度
は
１２
名
の
方

に
新
し
く
ご
入
会
い
た
だ
い
た
と
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
令
和
６
年
度
の
事
業
予
定

の
ほ
か
、
青
年
部
会
が
中
心
と
な
り
進

め
て
い
る
「
法
人
会
版
健
康
経
営
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
推
進
に
つ
い
て
も
協
議

さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
終
了
後
に
は
懇
親
会
を
開
催
し
、

新
入
部
会
員
の
ご
紹
介
も
さ
れ
、
情
報

交
換
や
親
睦
が
図
ら
れ
有
意
義
な
会
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

募金を行う飯島女性部会長（右）と雨宮副部会長（左）

税金教室

青年部会全体会議

新入部会員紹介
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公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会

令
和
６
年
度 

事
業
計
画

 

● 

基
本
方
針

１
．�「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、

企
業
の
発
展
を
支
援
し
、
地
域
振
興
に
寄

与
し
、
国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
」

と
の
理
念
の
も
と
、「
税
制
改
正
に
関
す

る
提
言
」、
会
員
の
研
鑽
を
支
援
す
る
「
研

修
活
動
」、
地
域
振
興
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
の
「
地
域
社
会
貢
献
活
動
」
を
大
き

な
３
つ
の
柱
と
し
て
活
動
す
る
。

２
．�

支
部
ブ
ロ
ッ
ク
の
活
動
を
強
化
し
、
組
織

力
の
強
化
と
会
員
増
強
に
取
り
組
む
。

３
．�

児
童
・
生
徒
を
対
象
と
し
た
租
税
教
育
活

動
の
充
実
を
図
る
。

４
．�

税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
へ
の
協
力
と
納

税
者
の
利
便
性
向
上
の
観
点
か
ら
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
の
定
着
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
普
及
促
進
、e-T

ax

（
国
税
電

子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）eLT

A
X

（
地

方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
）
の
利
用
促
進

に
強
化
し
て
取
り
組
む
。

５
．�（
一
社
）山
梨
県
法
人
会
連
合
会（
以
下「
県

連
」
と
い
う
）
と
の
連
携
強
化
を
図
る
。

６
．�

公
益
法
人
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
確
保
、

財
務
基
準
の
達
成
に
取
り
組
む
。

 

● 

主
な
事
業
計
画

Ⅰ
公
益
目
的
事
業

１
．
税
に
関
す
る
事
業

⑴
税
知
識
の
普
及
・
税
の
啓
発
活
動

①
新
設
法
人
説
明
会

　

 　

新
た
に
設
立
さ
れ
た
法
人
を
対
象
に
、
税

務
上
必
要
な
申
請
届
出
等
の
手
続
き
や
、
事

業
開
始
に
際
し
て
の
法
人
税
法
上
の
留
意
点

等
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
を
促
す
こ
と
を
目

的
に
開
催
す
る
。

②�

決
算
法
人
説
明
会
・イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　

 　

決
算
月
を
迎
え
た
法
人
を
対
象
に
、
税
制

改
正
事
項
等
決
算
手
続
き
を
行
う
に
あ
た
っ

て
の
留
意
点
等
を
説
明
し
、
適
正
な
法
人
税

等
の
申
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
開
催

す
る
。

　

 　

前
年
度
に
続
き
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ

い
て
も
説
明
を
行
う
。

③�

源
泉
部
会
講
習
会「
カ
ン
タ
ン
解
説
！
源
泉

所
得
税
の
基
本
と
実
務
テ
ク
ニ
ッ
ク
」

　

 　

源
泉
所
得
税
の
適
正
な
徴
収
を
行
う
た

め
、
改
正
税
法
の
要
点
や
経
理
事
務
に
お
い

て
留
意
す
べ
き
事
項
等
に
つ
い
て
、
実
務
担

当
の
資
質
向
上
を
目
的
に
開
催
す
る
。

　

・ e-T
ax

の
ほ
か
、eLT

A
X

（
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
・
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
）
に

よ
る
地
方
税
の
申
告
・
納
税
の
手
続
き
の

説
明
も
行
う

④�
税
務
研
修
会（
各
支
部
ブ
ロ
ッ
ク
、
部
会
関
係
）

　

 　

各
支
部
ブ
ロ
ッ
ク
、
青
年
部
会
・
女
性
部

会
で
税
制
改
正
事
項
を
は
じ
め
様
々
な
税
に

関
す
る
研
修
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
税
に
関

す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
正
し
い
税

知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
す

る
。

⑤
年
末
調
整
等
説
明
会

　

・
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
開
催
な
ど

⑥
税
務
関
連
セ
ミ
ナ
ー

　

・ 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
研
修
（
新
設
法
人
に
対

し
て
、
税
及
び
経
営
に
関
す
る
シ
リ
ー
ズ

の
研
修
）

　

・ 

新
入
会
員
を
対
象
と
し
た
税
務
研
修

⑦�

そ
の
他
税
に
関
す
る
説
明
会
・
研
修
会
・
講

演
会
・
セ
ミ
ナ
ー
等

　

・
定
額
減
税
に
関
す
る
研
修
会

⑧�

税
務
に
関
す
る
教
材
・
資
料
の
活
用

　

 　

全
法
連
テ
キ
ス
ト
を
会
員
に
配
付
す
る
と

と
も
に
説
明
会
に
お
い
て
研
修
テ
キ
ス
ト
と

し
て
使
用
す
る
。
ま
た
、
全
法
連
斡
旋
図
書

等
を
購
入
し
て
会
員
に
提
供
す
る
。

　

○ 

全
法
連
が
作
成
す
る
予
定
の
研
修
用
テ
キ

ス
ト

⑨�

自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の
活
用

　

 　

全
法
連
が
作
成
し
て
い
る
「
自
主
点
検

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」（
日
税
連
監
修
：
国
税

庁
後
援
）
を
各
種
説
明
会
等
の
参
加
者
に
配

付
・
配
付
し
、
各
企
業
で
の
活
用
を
依
頼
す

る
な
ど
企
業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向

上
に
取
り
組
む
。
ま
た
会
報
・
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
活
用
し
て
周
知
を
図
る
。

　

 　

税
務
署
に
提
出
す
る
「
法
人
事
業
概
況
説

明
書
」
の
「
社
内
監
査
」
欄
に
「
自
主
点
検

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
を
実
施
し
て
い
る
旨
を

記
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
自
主

点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
の
活
用
は
法
人
会

加
入
の
メ
リ
ッ
ト
に
も
資
す
る
た
め
、
加
入

勧
奨
に
活
用
す
る
。

⑩
租
税
教
育
活
動

　

 　

甲
府
税
務
署
管
内
の
児
童
・
生
徒
を
対
象

に
、
税
の
大
切
さ
を
学
ん
で
も
ら
う
た
め
、

甲
府
税
務
署
の
協
力
を
得
て
、
以
下
の
活
動

を
実
施
す
る
。

　

・ 

青
年
部
会
・
女
性
部
会
主
管
に
よ
る
小
学

校
で
の
税
金
教
室
（
対
象
校
の
拡
大
）

　

・ 

青
年
部
会
主
管
に
よ
る
租
税
教
育
イ
ベ
ン

ト

　

・ 「
小
学
生
の
税
に
関
す
る
習
字
展
」

　

・ 「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」（
国

税
庁
後
援
）

⑪�

甲
府
税
務
署･

地
方
公
共
団
体･

金
融
機
関
と

連
携
し
たe-Tax

･eLTA
X

の
普
及
促
進

　

 　

e-T
ax

（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
）・eLT

A
X

（
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
）

の
普
及
定
着
を
様
々
な
機
会
に
広
く
納
税
者

に
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と
も
に
、
会
員
の
率
先
利
用

の
呼
び
か
け
を
行
う
。
ま
たe-T

ax

・

eLT
A

X

の
さ
ら
な
る
推
進
の
た
め
、
甲
府

税
務
署
・
地
方
公
共
団
体
・
金
融
機
関
と
連

携
し
た
研
修
会
な
ど
を
開
催
す
る
。

⑫「
税
の
無
料
相
談
会
」の
開
催

　

 　

東
京
地
方
税
理
士
会
甲
府
支
部
の
協
力
を

得
て
、
会
員
、
非
会
員
を
問
わ
ず
、
法
人
個

人
の
税
務
全
般
に
関
す
る
無
料
の
税
務
相
談

会
を
開
催
す
る
。

⑬�「
全
国
青
年
の
集
い
」及
び「
全
国
女
性
フ
ォ
ー

ラ
ム
」へ
の
参
加

　

 　

全
国
の
青
年
経
営
者
、
女
性
経
営
者
が
一

堂
に
会
し
、
租
税
教
育
の
あ
り
方
や
地
域
社

会
の
健
全
な
発
展
な
ど
、
法
人
会
の
目
指
す

目
的
達
成
の
た
め
の
情
報
交
換
や
意
見
交
換

の
場
に
部
会
員
を
派
遣
し
、
当
会
の
事
業
活

動
に
反
映
す
る
。

⑵
税
制
改
正
提
言
活
動

　

 　

地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企
業
の

活
性
化
と
公
平
・
中
立
・
簡
素
な
税
制
に
関

す
る
提
言
を
行
う
た
め
、
会
員
そ
の
他
か
ら

税
制
に
関
す
る
意
見
要
望
を
汲
み
上
げ
、
県

連
経
由
で
全
法
連
が
取
り
ま
と
め
た
「
令
和

７
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」
を
首
長
、

議
会
議
長
に
提
出
し
、
そ
の
実
現
を
図
る
。

①�

税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
実
施

及
び
要
望
書
の
提
出

　

・ 

全
法
連
作
成
の
「
税
制
改
正
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
」
を
全
会
員
対
象
に
実
施
す
る
。

　
　

※ 「
税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」

へ
の
回
答
に
つ
い
て
は
、「
法
人
会
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
シ
ス
テ
ム
」
か
ら
の
回

答
を
推
進
す
る
。

　

・ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
掲
載
し

て
広
く
一
般
か
ら
も
意
見
を
募
る
。

　

・ 

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
意
見
等
を
参
考
に
甲

府
法
人
会
の
「
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に

関
す
る
提
言
」
を
作
成
し
て
山
梨
県
連
に

提
出
す
る
。

②�

法
人
会
全
国
大
会（
税
制
改
正
に
関
す
る
提

言
を
確
認
）へ
の
参
加

③�

税
制
改
正
事
項
の
実
現
の
た
め
の
要
望
活
動

　

・ 

全
法
連
に
お
い
て
決
定
し
た
令
和
７
年
度

税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
の
実
現
に
向
け

て
、
管
内
自
治
体
（
６
市
１
町
）
を
訪
問

し
て
税
制
改
正
要
望
活
動
を
実
施
し
、
税

制
改
正
へ
の
協
力
を
要
請
す
る
。

④�

全
法
連
が
主
催
す
る「
税
制
セ
ミ
ナ
ー
」へ
の

積
極
的
な
参
加

⑶
広
報
活
動

①�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
広
報
誌
に
よ
る
租
税
関

係
情
報
の
広
報

　

 　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
内
容
の
充
実
を
図

り
、
各
種
研
修
会
等
を
会
員
お
よ
び
広
く
一

般
に
も
公
開
す
る
。
ま
た
マ
ス
コ
ミ
等
も
活

用
し
、
研
修
会
等
の
募
集
案
内
を
行
う
。

②「
甲
府
法
人
会
た
よ
り
」の
発
行

　

 　

税
に
関
す
る
情
報
や
公
益
事
業
活
動
を
中
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心
に
編
集
し
た
広
報
誌
「
甲
府
法
人
会
た
よ

り
」
を
年
４
回
発
行
す
る
。

③�
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
利
用
し
た
広
報
活
動

　

 　

税
に
つ
い
て
の
理
解
と
啓
発
を
促
す
た
め

に
、「
税
金
教
室
」
や
「
青
少
年
育
成
体
験

教
室
」
等
を
通
じ
て
広
報
す
る
。

④�

電
光
広
告
、
ラ
ジ
オ
広
告
等
の
利
用

　

 　

甲
府
市
役
所
の
大
型
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
ラ
ジ

オ
広
告
な
ど
を
利
用
し
て
、「
税
を
考
え
る

週
間
」
の
周
知
、e-T

ax
の
利
用
促
進
、
確

定
申
告
の
早
期
手
続
き
に
つ
い
て
Ｐ
Ｒ
す

る
。

⑤�

マ
ス
媒
体
な
ど
を
活
用
し
た
法
人
会
の
周
知

活
動

　

・ 

屋
外
広
告
看
板
の
設
置
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用

な
ど
を
通
じ
て
、
法
人
会
を
広
く
経
営
者

に
周
知
を
行
う
。

２
．
地
域
社
会
貢
献
事
業

⑴�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
ミ
ナ
ー
の
利
用
推
進

　

 　

甲
府
法
人
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
視
聴

可
能

⑵
福
祉
施
設
等
へ
の
寄
贈
活
動

⑶�

イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
利
用
し
た
税
の
啓
発
活
動

の
実
施

①「
税
金
教
室
」等
を
実
施
す
る
。

②�

青
少
年
向
け
の
体
験
教
室
を
実
施
す
る
。

　
（ 

県
内
４
法
人
会
共
催
の
「
少
年
サ
ッ
カ
ー･

税
金
教
室
」、「
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・

税
金
教
室
」）

⑷�

広
く
一
般
を
対
象
と
し
た
講
演
会
等
の
開
催

（
オ
ン
ラ
イ
ン
も
活
用
す
る
）

①
企
業
経
営
に
関
す
る
研
修

②�

企
業
の
事
務
合
理
化
を
図
る
た
め
の
セ
ミ

ナ
ー

⑸�

山
梨
県
連
主
催
の
講
演
会
・
研
修
会
・
セ
ミ

ナ
ー
等
に
参
加
協
力

　

 　

甲
府
法
人
会
と
し
て
参
加
者
の
募
集
協
力

を
行
う
。

①
新
春
講
演
会

②
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

　
（ 

新
入
・
若
手
社
員
向
け
、
中
堅
社
員
向
け

管
理
職
向
け
等
）

⑹
青
年
部
会
・
女
性
部
会
主
管
活
動

①�

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
募
金
等
の
寄
贈
活
動

②�「
富
士
山
ク
リ
ー
ン
作
戦
」へ
の
参
加

③
福
祉
施
設
へ
の
慰
問
活
動

Ⅱ
収
益
事
業
等

１
．
収
益
事
業

⑴
不
動
産
賃
貸
関
係

①�

公
益
目
的
事
業
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、

自
己
所
有
資
産
で
あ
る
甲
府
法
人
会
館
の
一

部
お
よ
び
駐
車
場
の
賃
貸
、
会
館
の
維
持
管

理
運
営

②�

登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
甲
府
法
人
会
館
の

見
学
希
望
者
へ
の
対
応

③�

山
梨
県
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
等
へ
の
協
力

２
．
会
員
支
援
事
業
等

⑴
福
利
厚
生
関
係

　
 　

全
法
連
が
取
り
組
む
「C
hallenge

（
チ
ャ

レ
ン
ジ
）１
０
０
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い

て
、　

甲
府
法
人
会
に
お
い
て
も
法
人
会
福

利
厚
生
制
度
受
託
３
社
と
協
力
し
て
積
極
的

な
推
進
を
図
る
。
さ
ら
に
Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険

の
「
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ド
」
が
４０
周
年
を
迎
え

る
の
で
、
同　

社
が
行
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

も
協
力
す
る
。

〈
具
体
的
推
進
施
策
〉

①�

役
員
を
中
心
に
法
人
会
福
利
厚
生
制
度
の
紹

介
運
動
を
展
開
す
る

②�「
経
営
者
大
型
総
合
保
障
制
度
」の
役
員
企
業

加
入
率
７０
％
と
法
人
会
福
利
厚
生
制
度

　

 　

商
品
の
収
入
保
険
料
前
年
対
比
１
０
０
％

以
上
の
確
保
を
目
指
す
。

③�

ブ
ロ
ッ
ク
役
員
会
や
事
務
局
の
外
訪
活
動
を

通
じ
、
会
員
増
強
と
あ
わ
せ
た
推
進
と
制
度

の
周
知

④�

青
年
部
会
・
女
性
部
会
と
連
携
し
た
推
進

⑤�

法
人
会
福
利
厚
生
制
度
受
託
３
社
と
連
携
し

た
推
進

⑥�

機
関
誌「
甲
府
法
人
会
た
よ
り
」を
活
用
し
た

制
度
の
周
知
と
推
進

⑦�

法
人
会
新
規
入
会
先
に
対
す
る
法
人
会
福
利

厚
生
制
度
の
紹
介
を
行
な
う

　
（ 「
新
入
会
員
歓
迎
研
修
会
・
交
流
会
」
を
活

用
）

⑵
会
員
の
支
援
・
増
強
関
係

　

 　

組
織
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
会
員
の

維
持
と
増
強
を
目
標
と
し
て
組
織
ぐ
る
み

（
地
域
単
位
、
業
種
・
業
界
単
位
）の
活
動
を

推
進
し
財
政
基
盤
の
安
定
化
に
つ
な
げ
る
。

〈
目
標
〉

　

正
会
員
数
の
純
増
を
目
標
と
し
、
役
員
１
人

１
社
以
上
を
獲
得
し
て
正
会
員
３
，
０
０
０
社

の
回
復
を
目
指
す
。

〈
具
体
的
施
策
〉

①�

９
月
か
ら
１２
月
を「
会
員
増
強
月
間
」と
設
定

し
、
新
規
加
入
会
員
増
強
運
動
を
実
施

②�

ブ
ロ
ッ
ク
役
員
会
及
び
研
修
会
を
継
続
実
施

し
、
会
員
増
強
目
標
の
認
識
を
共
有

③�

説
明
会
・
研
修
会
等
に
参
加
の
未
加
入
法
人

に
対
す
る
積
極
的
な
加
入
勧
奨

④�

税
務
当
局
及
び
会
員
間
の
交
流
会
の
実
施

　

 　

税
務
当
局
と
の
相
互
信
頼
関
係
の
強
化
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
醸
成
及
び
会
員
間

の
異
業
種
交
流
を
目
的
に
交
流
会
等
を
開
催

す
る
。

⑤�

新
入
会
員
を
対
象
に「
新
入
会
員
歓
迎
研
修

会
・
交
流
会
」を
開
催
し
、
税
務
等
の
研
修

や
交
流
会
を
行
な
う

⑥�

税
理
士
会
へ
の
会
員
獲
得
協
力
要
請
を
実
施

⑦�

法
人
会
福
利
厚
生
制
度
受
託
３
社
と
の
協
力

体
制
を
強
化
し
、
制
度
の
推
進
と
あ
わ
せ
た

加
入
勧
奨

⑧�

事
務
局
の
外
訪
活
動
に
よ
る
加
入
勧
奨

⑨�

賛
助
会
員
の
加
入
勧
奨

⑩�

既
存
会
員
の
退
会
防
止

　

 　

退
会
申
し
出
先
に
は
、
加
入
推
奨
者
、
支

部
長
、
事
務
局
が
連
携
し
て
会
員
継
続
の
交

渉
を
行
う

⑪�

他
県
の
法
人
会
員
が
甲
府
法
人
会
管
内
に
転

入
し
た
際
の
加
入
勧
奨

⑫�

甲
府
法
人
会
管
内
の
会
員
が
県
外
等
に
転
出

し
た
際
、
全
法
連
を
通
じ
て
情
報
を
提
供

⑬�
支
部
・
ブ
ロ
ッ
ク
活
動
の
活
性
化
の
検
討

⑭�
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
ミ
ナ
ー
の
利
用
推
進

⑶
青
年
部
会
・
女
性
部
会
活
動
の
活
性
化

　

 　

部
会
独
自
の
活
動
を
は
じ
め
、
本
会
の
活

動
の
執
行
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と

と
も
に
法
人
会
活
動
の
活
性
化
を
図
る
。

①�

部
会
員
の
拡
大
、
部
会
員
相
互
の
親
睦
を
図

る
事
業
等
の
開
催

　

 　

特
に
青
年
部
会
に
お
い
て
は
、
令
和
７
年

度
の
「
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い
（
山
梨
大

会
）」
の
開
催
準
備
の
た
め
、
積
極
的
な
部

会
員
の
拡
大
を
行
う
。

②�

租
税
教
育
に
力
を
入
れ
る
と
と
も
に
、
講
師

を
担
当
す
る
部
会
員
の
育
成

③�

施
設
な
ど
の
訪
問
を
通
じ
て
女
性
部
会
活
動

の
披
露
と
法
人
会
の
Ｐ
Ｒ

Ⅲ
会
務
運
営
事
業

１
．
各
種
会
議
の
開
催

⑴�

定
時
総
会
、
理
事
会
、
正
副
会
長
会

⑵�

総
務
委
員
会
、
広
報
委
員
会
、
税
制
委
員
会
、

研
修
委
員
会
、
厚
生
委
員
会
、
組
織
委
員
会

⑶�

源
泉
部
会
、
青
年
部
会
、
女
性
部
会
の
各
役

員
会

⑷�

支
部
ブ
ロ
ッ
ク（
支
部
）の
役
員
会

２
．
外
部
団
体
と
の
連
携

⑴�

甲
府
税
務
署
等
が
主
催
す
る
諸
会
議
へ
の
出

席
⑵
県
連
、
全
法
連
に
お
け
る
諸
会
議
へ
の
出
席

３
．
全
法
連
主
催
の
行
事
へ
の
参
加

⑴
講
演
会
・
セ
ミ
ナ
ー

①�

全
国
大
会
記
念
講
演
会（
鹿
児
島
大
会
）

②�

全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
記
念
講
演
会（
広
島

大
会
）

③�

全
国
青
年
の
集
い
記
念
講
演
会（
福
井
大
会
）

④�

税
制
セ
ミ
ナ
ー

⑤�

事
務
局
セ
ミ
ナ
ー

４
．
全
法
連
事
業
及
び
県
連
事
業
へ
の
協
力
等

⑴
全
法
連
事
業

①�

全
法
連
が
主
催
す
る
諸
会
議
へ
の
出
席

②�「
法
人
会
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
シ
ス
テ
ム
」登
録

者
増
加
へ
の
協
力

③�「
い
ち
ご
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
節
電
へ
の
取
り

組
み
）と「
食
品
ロ
ス
削
減
」の
周
知
に
協
力

⑵
県
連
事
業

①�

県
連
が
主
催
す
る
諸
会
議
へ
の
出
席

②�

婚
活
支
援
事
業「
や
ま
な
し
縁
結
び
応
援
セ

ン
タ
ー
」へ
の
協
力

③�「
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い（
山
梨
大
会
）」に

向
け
た
協
力

５
．
事
務
局
強
化

⑴
事
務
局
職
員
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
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共
有
物
の
分
割
に
お
け
る
全
面
的

価
格
賠
償

弁
護
弁
護
士士    

    

古
屋
　
俊
仁

古
屋
　
俊
仁

古
屋
法
律
会
計
事
務
所

１
．相
続
登
記
の
申
請
の
義
務
化

　

所
有
者
の
不
明
な
土
地
が
多
数

存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
弊
害
が

発
生
し
て
い
る
。
所
有
者
不
明
土
地
の
主

な
発
生
原
因
と
し
て
、
所
有
権
の
登
記
名

義
人
が
死
亡
し
て
相
続
が
発
生
し
て
い

る
が
、
登
記
記
録
上
は
登
記
名
義
人
の
ま

ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
相
続
が
発
生
し
て
も

そ
れ
に
伴
っ
て
相
続
登
記
が
さ
れ
な
い

原
因
と
し
て
は
、
相
続
登
記
の
申
請
が
義

務
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
申
請

を
し
な
く
て
も
相
続
人
が
不
利
益
を
被

る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
不
動
産
登
記
法
を
改
正
し

て
、
相
続
に
よ
り
不
動
産
の
所
有
権
を
取

得
し
た
相
続
人
に
対
し
、
①
自
己
の
た
め

　

平
成
２５
年
４
月
１

日
、
甲
は
死
亡
し
た
。

甲
は
住
宅
の
ほ
か
数
筆

の
土
地
を
有
し
て
お
り
、甲
の
相
続

人
は
妻
Ａ
、
長
男
Ｂ
、
長
女
Ｃ
、
次

男
Ｄ
で
あ
る
。
甲
に
は
遺
言
も
な

く
、遺
産
分
割
協
議
も
な
さ
れ
て
い

な
い
。

　
不
動
産
登
記
法
が
改
正
さ
れ
、不

動
産
を
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
者

は
、３
年
以
内
に
相
続
の
登
記
を
し

な
け
れ
ば
１０
万
円
以
下
の
過
料
に

処
せ
ら
れ
る
と
こ
と
に
な
っ
た
と

聞
き
ま
し
た
が
、
甲
が
死
亡
し
て

か
ら
１０
年
以
上
経
過
し
て
い
ま
す
。

ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Q

に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、

か
つ
、
②
当
該
所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と

を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登

記
の
申
請
を
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
正

当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
申
請
を

怠
っ
た
と
き
は
、
１０
万
円
以
下
の
過
料
に

処
す
る
こ
と
さ
れ
た
。

2
．相
続
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
す
る
類
型

㋑�

相
続
が
開
始
す
る
と
遺
産
で
あ
る
不

動
産
は
法
定
相
続
分
に
し
た
が
っ
て

相
続
人
の
共
有
の
状
態
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
相
続
人
は
不
動
産
の
共
有
持

分
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
相

続
登
記
の
申
請
義
務
が
発
生
す
る
。

㋺�

遺
産
分
割
協
議
が
成
立
し
、
そ
の
協
議

で
不
動
産
を
取
得
し
た
者
も
相
続
登

記
の
申
請
義
務
が
発
生
す
る
。

㋩�

遺
言
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
相

続
人
も
相
続
登
記
の
申
請
義
務
が
発

生
す
る
。

３
．相
続
人
申
告
登
記
制
度
の
創
設

　

今
回
の
不
動
産
登
記
法
の
改
正
で
は
、

所
有
者
不
明
土
地
等
の
発
生
予
防
の
観

点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
任
意
と
さ
れ
て
い
た

A

相
続
登
記
の
申
請
を
義
務
づ
け
る
こ
と

と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
不
動
産
登
記
簿

を
見
る
こ
と
で
相
続
人
の
氏
名
・
住
所
を

容
易
に
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
現
行
法
を
前
提
と

し
て
も
、
各
相
続
人
の
氏
名
・
住
所
が
登

記
簿
に
記
載
さ
れ
る
法
定
相
続
分
で
の

相
続
登
記
を
申
請
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

他
の
相
続
人
の
協
力
を
得
な
く
て
も
単

独
で
相
続
登
記
の
申
請
義
務
を
履
行
さ

せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
法
定

相
続
分
で
の
相
続
登
記
に
つ
い
て
は
、
そ

の
申
請
の
た
め
に
法
定
相
続
人
の
範
囲

を
確
定
す
る
た
め
の
被
相
続
人
の
出
生

か
ら
死
亡
に
至
る
ま
で
の
戸
除
籍
謄
本

が
必
要
と
な
る
な
ど
の
手
続
的
な
負
担

が
あ
る
上
、
以
後
遺
言
の
発
見
、
遺
産
分

割
協
議
の
結
果
と
異
な
る
登
記
と
な
る

場
合
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
も
っ
て
相
続

登
記
の
申
請
義
務
の
主
要
な
履
行
手
段

と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い

と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
改
正
法
で
は
、
相
続
人
が
相

続
登
記
の
申
請
義
務
を
簡
易
か
つ
適
切

に
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
観
点
か
ら
、
各
相
続
人
の
氏
名
・
住
所

の
公
示
に
特
化
し
た
相
続
人
申
告
登
記

と
い
う
新
た
な
登
記
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
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法

の
相
続
人
申
告
登
記
で
は
、
法
定
相
続
分

で
の
相
続
登
記
と
異
な
り
、
相
続
人
申
告

登
記
の
申
し
出
を
し
た
相
続
人
以
外
の

他
の
相
続
人
の
氏
名
・
住
所
や
各
法
定
相

続
人
の
持
分
は
登
記
さ
れ
な
い
た
め
、
申

し
出
に
必
要
な
添
付
書
類
の
簡
略
化
を

図
る
な
ど
、
相
続
登
記
の
申
請
義
務
の
履

行
に
際
し
て
の
相
続
人
の
手
続
き
的
な

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
相

続
関
係
を
称
す
る
資
料
に
つ
い
て
、
申
し

出
を
す
る
相
続
人
自
身
が
被
相
続
人
（
所

有
権
の
登
記
名
義
人
）
の
相
続
人
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
範
囲
で
戸
籍
関
係
書
類

等
を
提
出
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

　

こ
の
相
続
人
申
告
登
記
は
相
続
登
記

で
は
な
い
け
れ
ど
相
続
人
の
相
続
登
記

の
申
請
義
務
が
履
行
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
他
の
相
続
人

か
ら
委
任
を
受
け
て
１
人
の
相
続
人
が

他
の
相
続
人
の
相
続
人
申
告
登
記
を
す

る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
場
合
に
は
委
任
し

た
相
続
人
も
相
続
登
記
の
申
請
義
務
を

履
行
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

４
．施
行
期
日
及
び
経
過
措
置

　

前
記
の
相
続
登
記
の
申
請
の
義
務
化

パ
ズ
パ
ズ
ルル・・熟
語
づ
く
り

熟
語
づ
く
り

７
つ
の
間
違
い
探
し

７
つ
の
間
違
い
探
し

※�

矢
印
の
方
向
に
２
文
字
の
熟
語
が

で
き
る
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
に
あ
て

は
ま
る
漢
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

パ
ズ
ル
・
熟
語
づ
く
り
【
答
え
】

Ａ
…
成
、
Ｂ
…
長

間
違
い
探
し
『
義
経
千
本
桜
、
四
の
切
』【
答
え
】

①
桜
（
中
上
）

②
欄
干
の
擬
宝
珠
（
ぎ
ぼ
し
）（
左
中
）

③
炎
（
左
中
）

右
の
絵
と
左
の
絵
に
は
相
違
点
が
７
か
所
あ
り
ま
す
。

見
つ
か
り
ま
す
か
な
？

例題

と
相
続
人
申
告
登
記
の
申
し
出
に
関
す

る
規
定
は
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施

行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
改
正
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
、
令
和
６
年
４
月
１
日

（
施
行
期
日
）
以
後
は
既
に
生
じ
て
い
る

相
続
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を

前
提
と
し
つ
つ
、
経
過
措
置
と
し
て
相
続

登
記
申
請
義
務
に
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
、
そ
の
申
請
義
務
の
履
行
の
期
間
が
進

行
を
開
始
す
る
た
め
の
要
件
を
満
た
し

た
日
又
は
当
該
申
請
義
務
に
か
か
る
規

定
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か

ら
申
請
義
務
の
履
行
期
間
（
３
年
間
）
が

進
行
を
開
始
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
施

行
日
以
前
に
相
続
の
開
始
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
令
和
９
年
３
月
３１
日
が

申
請
義
務
の
履
行
期
限
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

５
．
令
和
６
年
４

月
１
日
施
行
期
日

の
登
記
申
請
義
務

に
つ
い
て
、こ
こ
で

紹
介
し
て
お
く
こ

と
が
大
切
と
考
え

た
の
で
記
述
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

矢
印
の
方
向
に
２
文
字
の
熟
語

が
で
き
る
よ
う
に
、　
　

に
あ
て

は
ま
る
漢
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

④
忠
信
の
目
線
（
左
中
）

⑤
袖
の
柄
（
右
中
）

⑥
木
の
フ
シ
（
右
中
）

⑦
足
（
中
下
）
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税理士税理士        浦川　宏道浦川　宏道

～アフターコロナの税務調査はどうなってるの？
税務調査とは

東京地方税理士会　甲府支部

　新型コロナウイルス感染症が令和 5 年
5 月 8 日に「5 類感染症」に変更され、世
の中がコロナ禍前の生活に戻りつつあ
る中、コロナ禍によって税務調査の着手
を控えていた税務当局による税務調査
の着手は、コロナ禍前の状況に戻ってい
ます。
　このことは、国税庁ホームページの

「法人税等の調査事績の概要」において、
実地調査の件数、非違件数、申告漏れ所
得金額の総額及び追徴税額の総額が増
加しており、追徴税額は近年の最高値で
あったことを報道発表（令和 5 年 11 月）
しています。

■ アフターコロナの税務調査の状況は？
　コロナ禍の最中は税務調査名目であっても、会社や個人事業者のところに臨場して調査を実施する
ことは、緊急事態宣言や蔓延防止措置の下ではできませんでしたから、当然に調査の件数（調査の接触
率）が大きく減少しました。
　ではなぜ申告漏れ所得金額や追徴税額等が増加しているのでしょうか？
　税務当局もコロナ禍においてはリモートワークが中心でしたから、その時期に十分にあった時間を
活用して、日ごろから収集蓄積している様々な取引データをより綿密に検討することが出来たことが
想定されます。
　税務当局も、悪質な納税者には厳密な調査を実施する一方で、その他の納税者には簡易な接触を実施
した結果だと分析しています。

■ 税務調査の形態は？
　一言で税務調査と言っても強制調査・任意調査、国税局の担当者による調査・税務署の担当者による
調査等色々な形態があります。
　強制調査とはいわゆる「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が担当し、裁判所の令状を得ていますので

出典　�国税庁ＨＰ「令和4事務年度�法人税等の
調査事績の概要」より
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強制力を持っており拒否できません。
　任意調査とは調査先の理解と協力を得て行うもので、担当は国税局や税務署の調査官等になります
が、任意調査も基本的には拒否できません。
　なぜ任意調査なのに拒否できないのでしょうか？その理由は、国税庁の職員には納税者に対して質
問・検査等ができる質問検査権が与えられており【国税通則法 74 条の２】、さらに、調査を拒否した場
合は 1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金に処せられる旨が規定されているからです【国税通則法
128 条】。
　任意調査と言っても拒否すると色々な罰則等が課せられる可能性があることから、強制調査とあま
り変わりません。しかし、やむを得ない事情等が生じた場合には、調査日程を調整することはできます
ので、丁寧にその旨を税務当局に説明することです。

■ 大企業と中小企業の税務調査の違いは？
　いわゆる資本金額が大きくて大企業と言われる法人の調査は、国税局の調査部という部署が担当し
ます。2 ～ 3 名体制で 1 か月～ 2 か月かけて調査を行いますが、大手商社や大手ゼネコンなどを調査す
る調査部の特官部門などは調査官 5 ～ 7 名体制で調査を行い、調査開始から終了まで半年から 1 年ほど
日数を要します。
　税務署による中小企業の調査の場合は、税務署の担当者が 1 ～ 2 名で会社に臨場し、会社概況や帳簿
調査を 2 ～４日実施することが多く、大きな問題点が無ければ調査開始から終了まで 1 ～ 2 か月程日数
を要します。
　その他にも、不正取引が想定される事案、取引規模が大きい法人や著名法人など、税務署では対応が
難しい調査を担当する国税局の資料調査課の調査がありますが、この資料調査課の調査は、税務署の担
当人数や調査日数とは比べ物にならない程の違いがあります。

■ 中小企業（同族会社）が税務調査で指摘される点は？
　中小企業（同族会社）の税務調査において、税務当局から指摘を受ける問題点とはどの様なものが多
いのでしょうか。
　圧倒的に多いのは、個人的な買い物、飲食代等の費用を法人の経費に計上する「個人的費用の付込
み」と当期の利益を少なくするために行う「利益調整」です。多い理由としては、中小企業の場合は経
理担当社員が身内だったり、社長がワンマンであることが多く、監視機能が働かず第三者から指摘され
ることがないため、比較的安易に計上することができるからでしょう。
　また、意図的に売上を計上しない、あるいは、実際には発生していない費用を計上する等の方法で納
税額を誤魔化した結果、税務当局に摘発されたニュースが世間を賑わせることがありますが、この様な
やり方は取引先に不正取引の加担を依頼することになり、会社として格好が良いものではありません
し、何より会社の信用を失いかねません。
　いずれの場合も税務当局の反面調査や銀行調査等で発覚しますし、重加算税の対象となるリスクが
高くなりますので、この様な経理処理は行うべきではありません。

　企業の業績は、一年を通して事業活動を行った結果として利益金額が計算されます。その利益
金額を基に税額が計算されるわけですが、経営者としては少しでも納税額を抑えたいという気持
ちが湧いてくることは理解できます。
　だからと言って、企業の正しい姿を歪めるような経理処理をすることは望ましくありません。
　ちょっと視点を変えて、税務調査とは国が無料で行ってくれる会社の健康診断だと割り切って
考えてみてはどうでしょうか。健康診断の結果悪い箇所が無ければそれはそれで良し。もし悪い
箇所が見つかった場合は、投薬療法で済むのか、手術が必要なのか等その診断結果により何らか
の治療が必要となりますが、健全な会社に戻るきっかけになるはずです。
　前述しましたとおり税務調査はコロナ禍前の状況に戻っています。会社の将来のた
め、大切な社員のために税務調査を前向きに捉えることを提案します！

税務調査に対する考え方
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ご存じですか？ 令和６年分所得税

定額減税 「定額減税特設サイト」は、
こちらからアクセス

　令和６年度税制改正に伴い、令和６年分所得税について定額による所得税の特別控除

（定額減税）が実施されることとなりました。

　定額減税の制度に関する情報については、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」

をご覧ください。

　令和６年分所得税の納税者である居住者を対象（注 : 合計所得金額が1,805 万円以下

の方のみ）として、次の❶及び❷の金額の合計額を、令和６年分所得税額から控除

　❶　所得者本人…３万円

　❷　同一生計配偶者及び扶養親族（※）…１人につき３万円

※�所得者と生計を一にする配偶者及び親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者

制度の概要

定額減税の実施方法

給与所得者に対する実施

⃝�令和６年６月以降に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から減税
⃝�年末調整で、給与・賞与における減税額を踏まえた精算

不動産所得・事業所得者等に対する実施

⃝�予定納税対象者については、予定納税額から減税
⃝�確定申告書提出時の所得税額から減税

公的年金受給者に対する実施

⃝��令和６年６月以降に支払う公的年金（老齢年金）に係る源泉徴収税額
から減税

⃝�必要に応じて、確定申告で６月以降の減税額を踏まえた精算
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給与を支払う事業者のみなさまへ

定額減税は、令和６年６月１日以後に
支払う給与等から！

　令和６年６月１日現在、事業者のもとで勤務している方のうち、その事業者に対して「扶

養控除等申告書」を提出している（月々の給与の源泉徴収において「源泉徴収税額表」の

「甲欄」が適用される）居住者の方々については、月々の給与に係る源泉徴収税額から定

額減税額を控除することとされています。

給与所得者の定額減税
イメージ（例）

判定等� 　�　　
区分 所得者本人 配偶者 子供１ 子供２

同 一 生 計 ― ○ ○ ○

職 業 等 会社員 パート 大学生
（アルバイト）

中学生

収 入 金 額 680万円 105万円 75万円 ０円

合計所得金額 502万円 50万円 20万円 ０円

定額減税の対象 ○ ×（※） ○ ○

定 額 減 税 額 ３万円 ０円 ３万円 ３万円

※　配偶者は、合計所得金額が48万円超のため、自身を所得者本人として定額減税を受ける。

定
額
減
税
額

90,000円 75,600円

14,400円

20,600円

13,400円

20,600円 15,600円

55,000円

�６月給与 　　　６月賞与 　　　７月給与 　　　８月給与

控除前税額 14,400円 55,000円 34,000円 15,600円

定額減税額 14,400円 55,000円 20,600円 ０円

源泉徴収税額 0円 ０円 13,400円 15,600円

控除外額（次月繰越）75,600円 20,600円 ０円 ―� �　

定額減税に関する最新情報は、
「定額減税特設サイト」で確認！！ 特設サイト

は

こちらから

【例】次の世帯構成の場合
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会報等での
ご紹介について、
同意いただいた
新入会員を

掲載しています。

新入会員紹介（令和 6年 1月～ 3月） （順不同・敬称略） 

発
行
所
　
公
益
社
団
法
人��

甲
府
法
人
会

　
　
　
　

広
報
委
員
長　

輿
水　

順
彦

　
　
　
　

甲
府
市
中
央
４
丁
目
12
番
21
号

　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ�

０
５
５–

２
３
７–

７
７
７
４

印
刷
所
　
株
式
会
社　

峡
南
堂
印
刷
所

発
行
日
　
令
和
６
年
４
月
19
日

㈱メイクス
代表者：渡辺　淳一
業 種：オリジナルプリントウェアの販売
住 所：甲斐市富竹新田 854-18

TEL 055-287-7230  FAX 055-287-7231
ＵＲＬ： https://emi-more.com

㈱トータルライフサービス
代表者：相田　心平
業 種：生命保険代理店
住 所：甲府市住吉 2-3-23

TEL 0463-61-6607  FAX 0463-60-1070
ＵＲＬ： https://www.totallife.net/

税理士法人ゆうき
代表者：芦澤　貞久
業 種：税理士
住 所：甲府市太田町 18-15

TEL 055-235-8484  FAX 055-235-8483
ＵＲＬ： https://www.kfsdk.com

間　洵子
代表者：間　洵子
業 種：税理士
住 所：甲府市大手1-2-21 イノベーションベースSoie106

TEL 080-6053-0843
ＵＲＬ： https://taxhazama.com

㈱ベルベットフィナンシャルマネジメント
代表者：小原　一浩
業 種：保険代理店業
住 所：甲府市徳行 3-5-7 ワイズアレイ A3

TEL 055-234-5407  FAX 055-234-5408
ＵＲＬ： http://velvet-financial.com

㈲ケイ・ジー・ケイ・ジュエリー
代表者：ダカール・アニール・クマール
業 種：宝飾品輸入卸
住 所：甲府市南口町 1-45  KGKビル

TEL 055-231-1495  FAX 055-231-1492
ＵＲＬ： www.kgkgroup.com

㈲マツモト電器
代表者：松本　和彦
業 種：電気、空調設備工事業
住 所：甲府市上石田 3-17-10

TEL 055-224-3611  FAX 055-235-0186
ＵＲＬ： www.matsumotodenki.com

㈱奥藤本店
代表者：塩見　大造
業 種：飲食業
住 所：甲府市国母 7-5-12

TEL・FAX 055-222-0910 
ＵＲＬ： http://okutou.com/

㈱工房スギヤマ
代表者：杉山　盛人
業 種：宝飾業
住 所：甲府市住吉 3-7-21

TEL 055-226-1008  FAX 055-267-5003
ＵＲＬ： https://kobosugiyama.com

ヴィジョナリーパワー㈱
代表者：戸田　達昭
業 種：電気事業
住 所：甲府市大手1-2-21イノベーションベースSoie112

TEL 055-206-2914  FAX 055-220-3513
ＵＲＬ： https://www.vpower.co.jp

シナプテック㈱
代表者：戸田　達昭
業 種：バイオ、ケミカル分野の研究開発及び製造販売
住 所：甲府市大手1-2-21イノベーションベースSoie111

TEL 055-220-3512  FAX 055-220-3513
ＵＲＬ： www.synaptech.jp

㈲ビッタァルトレーディングカンパニー
代表者：パラリワラ・チータン・クーマル
業 種：卸売業
住 所：甲府市中小河原 1-4-30

TEL 055-242-7061  FAX 055-242-7062
ＵＲＬ： https://vithal.jp

㈲サクラ観光サービス
代表者：志村　勇人
業 種：旅行業
住 所：中央市東花輪 1268-9

TEL 055-274-7333  FAX 055-274-7444

ＴＲＳコーポレイション㈲
代表者：タルン・アガルワル
業 種：宝石輸入卸
住 所：甲府市下石田 2-12-10 2F

TEL 055-235-6055  FAX 055-235-7225

㈱東和
代表者：大澤　正聖
業 種：一般貨物自動車運送事業
住 所：甲府市富士見 2-9-17

TEL 055-252-4315  FAX 055-252-4390

ダイナミックインターナショナル
ジャパンインコーポレーション㈲
代表者：マルパ二・ラジェシュ・クマール
業 種：宝石卸
住 所：甲府市下石田 2-5-19

TEL 055-227-3325  FAX 055-227-7505

昭和町環境事業㈿
代表者：河西　秀吏
業 種：ごみ収集運搬業
住 所：中巨摩郡昭和町築地新居 743-1

TEL 055-268-2338  FAX 055-268-2339

㈱玉川運輸
代表者：桑原　直樹
業 種：運送業
住 所：甲斐市玉川 1376

TEL 055-279-1422  FAX 055-279-2366

Ｊ . Ｄ . ＧＥＭＳ㈱
代表者：パンカジ・ジェイン
業 種：宝飾業
住 所：甲府市朝気 1-1-2

TEL・FAX 055-209-2442 

ヴェリタス トレイディング
代表者：モヒット・カラ
業 種：宝飾業
住 所：甲府市国母 3-5-7 ハウス金鳩 A-101

TEL・FAX 055-222-7335 

●
決
算
法
人
説
明
会
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　
４
月
２３
日　
山
梨
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー

　
５
月
２４
日　
山
梨
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー

　
６
月
２１
日　
山
梨
県
地
場
産
業
セ
ン
タ
ー
か
い
て
ら
す

　
８
月
２９
日　
甲
府
市
総
合
市
民
会
館

　
【
内
容
】◦
法
人
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

◦
消
費
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

◦
源
泉
所
得
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

◦
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
等

●�「
カ
ン
タ
ン
解
説
！

源
泉
所
得
税
の
基
本
と
実
務
テ
ク
ニ
ッ
ク
」

　
（
第
１
回
）

　
甲
府
会
場　
６
月
３
日　
ア
ピ
オ
甲
府
タ
ワ
ー
館

　
韮
崎
会
場　
６
月
６
日　

�

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン

韮
崎
文
化
ホ
ー
ル

　
【
内
容
】◦
初
級
講
座　
源
泉
所
得
税
の
概
要

給
与
・
賞
与
の
税
額
計
算

所
得
税
関
係
の
改
正

◦
上
級
講
座　
給
与
・
賞
与
の
税
額
計
算

所
得
税
関
係
の
改
正

　
（
第
２
回
）

　
韮
崎
会
場　
８
月
２１
日　

�

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン

韮
崎
文
化
ホ
ー
ル

　
甲
府
会
場　
８
月
２２
日　
ア
ピ
オ
甲
府
タ
ワ
ー
館

　
【
内
容
】◦
初
級
講
座　
消
費
税

◦
上
級
講
座　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

電
子
帳
簿
保
存
法

●
新
設
法
人
説
明
会

　
６
月
１４
日　
甲
府
法
人
会
館

　
【
内
容
】◦�

設
立
に
と
も
な
う
手
続
き
と
税
金
の

申
告
・
納
税
に
つ
い
て

◦�

日
常
の
取
引
に
係
る
法
人
税
法
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て

◦
源
泉
徴
収
事
務
に
つ
い
て

研
修
会
等
予
定
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